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1.事業概要 

（1）発注者 
 神⼾市 
 
（2）事業名 
 東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業 
 
（3）事業場所 
 神⼾市東灘区⿂崎浜町 43-3（本場） 
 神⼾市東灘区⿂崎南町 2 丁⽬ 1-23（管理本館） 
 
（4）内容 
  本事業は、東灘処理場において汚泥処理施設改築更新等事業を⾏うものである。 
 1）設計（資⾦調達：公共） 
  ・汚泥脱⽔設備等の改築更新に係る実施設計 
  ・バイオマス受⼊設備の改築更新に係る実施設計 
  ・導管注⼊設備の撤去に係る実施設計 
 2）⼯事（資⾦調達：公共） 
  ・汚泥脱⽔設備等の改築更新⼯事 
  ・バイオマス受⼊設備の改築更新⼯事 
  ・導管注⼊設備の撤去⼯事 
 3）維持管理（資⾦調達：公共） 
  ・汚泥脱⽔設備等の維持管理（委託レベル３） 
  ・汚泥処理設備等の維持管理（委託レベル２） 
 4）バイオマス受⼊事業（資⾦調達：⺠間） 
     ・バイオマス受⼊の維持管理・運営 
 5）消化ガス有効利⽤事業（資⾦調達：⺠間） 
  ・消化ガス有効利⽤設備の建設及び維持管理・運営 
 
（5）事業期間 
 1）設計         令和 4 年 4 ⽉ 13 ⽇から令和 4 年 10 ⽉ 14 ⽇ 
 2）⼯事         令和 4 年 11 ⽉ 19 ⽇から令和 11 年 2 ⽉ 28 ⽇ 
 3）維持管理      令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇から令和 26 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
 4）バイオマス受⼊事業   令和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇から令和 26 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
 5）消化ガス有効利⽤事業   令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇から令和 26 年 3 ⽉ 31 ⽇ 



 

2.経緯 

（1）事業⽬的及び契約⽅式の選定 
本市の基幹処理場である東灘処理場（以下「本処理場」という。）は、主に東灘区・灘区

の汚⽔を処理する処理場として昭和 37 年に供⽤開始しており、現在約 16 万 m3／⽇の汚
⽔処理を⾏っている。 

平成７年の阪神・淡路⼤震災では壊滅的な被害を受け、約 100 ⽇間にわたり処理機能が
停⽌したが、復旧・復興の過程においては下⽔処理という基本的な役割だけではなく、再⽣
可能エネルギーの有効利⽤として、⾃動⾞燃料（こうべバイオガスステーション：平成 20 
年４⽉）や都市ガス導管へ注⼊する導管注⼊事業（都市ガス導管注⼊実証事業）：平成 22 年
10 ⽉）といった有効利⽤に取り組んできた。 

また、未利⽤の地域バイオマス（⾷品系及び⽊質系）を受⼊れ、下⽔汚泥と共処理し汚泥
量の削減や消化ガスの増量を図る（KOBE グリーン・スイーツプロジェクト：平成 24 年
２⽉）実証研究を実施してきた。 

本事業では、下記の①から③を⼀体的に実施し、加えて、これらの維持管理・運営も⾏う
ことにより汚泥処理の最適化、汚泥処理コストの縮減を⽬指すものである。 

①⽼朽化が進んだ汚泥脱⽔設備等の段階的改築更新 
②都市ガス導管注⼊事業に続く、下⽔道事業における脱炭素社会に寄与する新たな

再⽣可能エネルギーの有効利⽤ 
③さらなる脱炭素等の相乗効果が期待できる地域バイオマス受⼊の事業化 

なお、契約⽅式は本事業の特徴を鑑み、技術提案の審査及び価格等の交渉による⽅式（技
術提案・交渉⽅式）の設計交渉・施⼯タイプを採⽤した。 

 
（2）契約決定の流れ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

図 1 契約決定までの流れ 



（3）契約決定までの主な経緯 
契約決定までの主な経緯は表-1 のとおりである。 
 

表-1 契約決定までの主な経緯 
時 期 内 容 

令和 3 年 8 ⽉ 25 ⽇（⽔） 第⼀回事業者選定員会（公告内容の確認） 
令和３年９⽉ 29 ⽇（⽔） 公告（募集要項等の公表） 
令和３年 10 ⽉ 13 ⽇（⽔） ⼀次審査に対する質疑の提出 

令和３年 10 ⽉ 22 ⽇（⾦） 
⼀次審査に対する質疑の回答公表 
募集要項等に対する質疑の提出 
要求⽔準書の配布資料送付願兼誓約書の提出 

令和３年 11 ⽉ 12 ⽇（⾦） ⼀次審査書類の提出 

令和３年 11 ⽉ 26 ⽇（⾦） 
⼀次審査の結果の通知 
募集要項等に対する質疑の回答公表 

令和３年 12 ⽉ 21 ⽇（⽕）から 
令和３年 12 ⽉ 22 ⽇（⽔） 

技術提案書の提出 
⾒積書の提出 

令和４年１⽉ 20 ⽇（⽊）から 
令和４年１⽉ 21 ⽇（⾦） 

技術対話の実施（参考額提⽰） 

令和４年２⽉ 10 ⽇（⽊） 改善通知 
令和４年３⽉１⽇（⽕）から 
令和４年３⽉２⽇（⽔） 

改善技術提案の提出 
改善⾒積書の提出 

令和 4 年 3 ⽉ 24 ⽇（⽊） 第⼆回事業者選定委員会（技術審査） 
令和４年３⽉ 28 ⽇（⽉） 優先交渉権者の決定（⼆次審査結果） 
令和４年４⽉ 11 ⽇（⽉） ⾒積合せ（設計業務） 
令和４年４⽉ 13 ⽇（⽔） 基本協定及び設計業務委託契約等の締結 
令和４年４⽉ 25 ⽇（⽉） 
令和４年４⽉ 28 ⽇（⽊） 
令和４年 6 ⽉ 20 ⽇（⽉） 
令和４年 7 ⽉ 13 ⽇（⽔） 
令和４年 10 ⽉ 17 ⽇（⽉） 

価格等交渉（１回） 
価格等交渉（2 回） 
価格等交渉（3 回） 
価格等交渉（4 回） 
価格等交渉（5 回） 

令和４年 11 ⽉ 2 ⽇（⽔） 第三回事業者選定委員会（交渉成⽴） 
令和４年 11 ⽉ 15 ⽇（⽕） 特定通知 
令和４年 11 ⽉ 16 ⽇（⽔） ⾒積合せ（施⼯、維持管理） 
令和４年 11 ⽉ 18 ⽇（⾦） 各契約の締結 
 



（4）契約相⼿⽅の選定⽅法 
  契約相⼿⽅の選定⽅法は、公共⼯事の品質確保の促進に関する法律（以下、「品確法」

という。）第 16 条に規定する段階的選抜⽅式を採⽤した。⼀次審査は、技術的能⼒に関
する事項を評価することにより、⼀定の技術⽔準に達したものを選抜した上で、⼆次審
査へ移⾏する。⼆次審査は、技術提案書を提出した応募者の中から、合計評価点が最上
位である応募者を優先交渉権者として選定した。 

  優先交渉権者として選定した者に対しては、基本協定及び設計業務委託契約を締結
し、設計業務後に価格等の交渉を⾏い、交渉成⽴後に⾒積り合せを実施し、予定価格を
下回った場合には、本事業の契約相⼿⽅として決定することとした。 

 
（5）契約相⼿⽅の選定体制 
  技術提案書の内容の審査・評価及び価格等交渉の評価等は、品確法第 18 条第 2 項に

基づき、中⽴かつ公正な審査を⾏うため、学識経験者等で構成する「東灘処理場汚泥処
理施設改築更新等事業 事業者選定員会」（以下、「選定委員会」という。）に諮った上
で決定した。 

  選定委員会は表-2、表-3 の学識経験者等 5 名で構成し、公⽰前、技術審査段階、価
格等の交渉段階の 3 段階において意⾒聴取を⾏った。なお、選定委員会は⾮公開とし
た。 

 
 
表-2 東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業 事業者選定委員会（第 1 回・第 2 回） 

 ⽒名 所属・役職 

委員 
（敬称略、順不同） 

⽔⾕ ⽂俊（議⻑） 神⼾⼤学⼤学院 経営学研究科 教授 
鍬⽥ 泰⼦ 神⼾⼤学⼤学院 ⼯学研究科 准教授 
井上 正⼈ 井上公認会計⼠事務所 
橋本 敏⼀ 地⽅共同法⼈ ⽇本下⽔道事業団 

 技術戦略部 部⻑ 
⻑⽥ ⼆郎 兵庫県 県⼟整備部 ⼟⽊局 下⽔道課 課⻑ 

オブザーバー 
⽯原 茂 神⼾市建設局下⽔道部 部⻑ 
岡崎 裕⼀ 神⼾市建設局下⽔道部 施設担当部⻑ 

 
 
 
 
 
 



表-3 東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業 事業者選定委員会（第 3 回） 
 ⽒名 所属・役職 

委員 
（敬称略、順不同） 

⽔⾕ ⽂俊（議⻑） 神⼾⼤学⼤学院 経営学研究科 教授 
鍬⽥ 泰⼦ 神⼾⼤学⼤学院 ⼯学研究科 准教授 
井上 正⼈ 井上公認会計⼠事務所 
橋本 敏⼀ 地⽅共同法⼈ ⽇本下⽔道事業団 

 ⻄⽇本設計センター センター⻑ 
⻑⽥ ⼆郎 兵庫県 ⼟⽊部 下⽔道課 課⻑ 

オブザーバー 
⽯原 茂 神⼾市建設局 下⽔道担当局⻑ 
政井 栄久 神⼾市建設局 下⽔道部 施設担当部⻑ 

 

3.参加資格確認 

（1）参加資格確認の概要 
  ⼀次審査の参加資格確認は、応募者の参加資格や実績等の技術的能⼒を有するかを

審査するものである。 
（2）審査結果 
  令和３年 11 ⽉ 12 ⽇までに 2 者の応募があり、表-4 の審査事項について審査を⾏っ

た結果、2 者に対し参加資格を有している旨の通知を⾏った。 
 

表-4 ⼀次審査事項 
要件 審査事項 備考 

企業の能⼒ 
応募者の構成  
応募者の構成企業の参加資格  
構成企業の施⼯実績  

設計業務に関する
技術者の能⼒ 

資格  
設計業務実績 ⼯事を担当する構成企業が、設

計を⾃ら⾏う場合を除く。 
 

4.技術提案審査 

（1）技術提案の評価項⽬と配点 
⼆次審査の技術提案の評価⽅法は、定性評価⼜は定量評価を実施した。 

技術提案審査の技術提案項⽬の設定にあたり、第⼀回選定委員会で諮り、表-5 のとおり
とした。 
 



 
表-5 評価項⽬と配点 

No 分類 評価項⽬ 細⽬ 種別 配点 合計 

1 理解度 
業務⽬的及び諸条件を考慮した、本

事業に関する実施⽅針の設定 

事業全体の実施⽅針 
定性 15.0 15.0 

2 

主たる事業

課題に対す

る提案能⼒ 

課題解決に

対する具体

的提案能⼒ 

難脱⽔性汚泥に対

する汚泥脱⽔設備

等に関する提案能

⼒ 

含⽔率等の低減に寄与す

る脱⽔技術 
定性 10.0 

20.0 
汚泥脱⽔設備等の段階的

更新計画 
定性 10.0 

3 

汚泥処理施設の安

定的・効率的な維

持管理計画や維持

管理費の低減に対

する提案能⼒ 

安定的・効率的な汚泥処

理施設の運転や管理体制 
定性 10.0 

25.0 
不測の事態の想定に対す

る取組み 
定性 5.0 

維持管理費の低減に対す

る取組み 
定量 10.0 

4 

バイオマス受⼊に

対する、消化ガス

発⽣及び汚泥処理

施設への影響を考

慮した提案能⼒ 

消化ガス発⽣量増加及び

汚泥処施設への影響を考

慮した、下⽔汚泥に好適

なバイオマスの選定 

定性 10.0 

15.0 

バイオマス受⼊事業の維

持管理・運営計画 
定性 5.0 

5 

消化ガス有効利⽤

事業に対する提案

能⼒ 

事業期間における消化ガ

ス有効利⽤事業への取組

み 

定性 10.0 

15.0 

消化ガス有効利⽤事業の

維持管理・運営計画 
定性 5.0 

6 
環境への配慮に対

する提案能⼒ 

CO2 削減への取組み 
定量 5.0 5.0 

⼩計 95.0 

7 
市への収⼊

効果 

消化ガス購⼊単価 定量 
5.0 5.0 

⼩計 5.0 

合計 100.0 

 
 
 



（2）技術対話 
 技術提案書の提出があった 2 者に対して、提案内容の概要説明を受け、技術提案内容

の不明点について対話を⾏った。主な対話内容な以下のとおりである。 
  ・事業の実施体制の確認 
   ・事業の⼯程及び費⽤の確認 
  ・課題解決に対する提案内容の根拠の確認 
 

（3）審査結果 
  技術提案の審査結果は表-6 のとおりである。 

 「神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ･神鋼環境ﾒﾝﾃﾅﾝｽ･ｱｲﾃｯｸ･⼤栄環境ｸﾞﾙｰﾌ」（A 者）を優先交渉権者、
「⽔ ing ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･AM ｸﾞﾙｰﾌﾟ」（B 者）を次点交渉権者として、令和 4 年 3 ⽉ 28 ⽇
に通知を⾏った。 

表-6 評価結果 
評価項⽬ 細⽬ 配点 A B 

業務⽬的及び諸条件を考慮した、

本事業に関する実施⽅針の設定 

事業全体の実施⽅針 
15.0 15.0 15.0 

難脱⽔性汚泥に対する汚泥脱⽔設

備等に関する提案能⼒ 

含⽔率等の低減に寄与する脱⽔技術 10.0 
16.0 18.0 

汚泥脱⽔設備等の段階的更新計画 10.0 

汚泥処理施設の安定的・効率的な

維持管理計画や維持管理費の低減

に対する提案能⼒ 

安定的・効率的な汚泥処理施設の運転や管

理体制 
10.0 

20.0 15.1 不測の事態の想定に対する取組み 5.0 

維持管理費の低減に対する取組み 10.0 

バイオマス受⼊に対する、消化ガ

ス発⽣及び汚泥処理施設への影響

を考慮した提案能⼒ 

消化ガス発⽣量増加及び汚泥処施設への影

響を考慮した、下⽔汚泥に好適なバイオマ

スの選定 

10.0 
12.0 9.0 

バイオマス受⼊事業の維持管理・運営計画 5.0 

消化ガス有効利⽤事業に対する提

案能⼒ 

事業期間における消化ガス有効利⽤事業へ

の取組み 
10.0 

15.0 13.0 
消化ガス有効利⽤事業の維持管理・運営計

画 
5.0 

環境への配慮に対する提案能⼒ CO2 削減への取組み 5.0 5.0 4.5 

⼩計 95.0 83.0 74.6 

消化ガス購⼊単価 5.0 5.0 3.1 

⼩計 5.0 5.0 3.1 

合計（技術評価点） 100.0 88.0 77.7 



 

5.価格等交渉 

（1）実施⽅法 
  発注者及び優先交渉権者で設計業務の契約を締結するにあたり、設計業務完了後の本

事業の以下の契約に向けた価格等の交渉等に関する基本協定を令和 4 年 4 ⽉ 13 ⽇に締
結した。 

 
（2）経過 
  基本協定に基づき、５回の価格等交渉を実施した。主な経過は以下のとおりである。 
 【第 1 回】令和 4 年 4 ⽉ 25 ⽇ 

・設計業務内容の確認（業務計画） 
 【第 2 回】令和 4 年 4 ⽉ 28 ⽇ 
   ・設計条件の確認（前提条件書） 

  ・技術提案内容の確認 
【第 3 回】令和 4 年 6 ⽉ 20 ⽇ 
  ・設計内容の確認 
【第 4 回】令和 4 年 7 ⽉ 13 ⽇ 
  ・設計根拠の確認 
  ・契約書内容の確認 
【第 5 回】令和 4 年 10 ⽉ 17 ⽇ 
  ・⾒積書の確認（価格交渉） 
 
  上記 5 回の価格等交渉を踏まえ、発注者において優先交渉権者の価格の妥当性を確

認したことから、令和 4 年 11 ⽉ 2 ⽇、第３回選定委員会に価格等交渉結果について
報告し、交渉結果及び交渉成⽴の妥当性が確認された。 

 
（3）価格の妥当性の検証 

   優先交渉権者が作成した設計成果品に基づき、設備の仕様や施⼯⽅法等の内容を確
認し、双⽅の積算条件に相違がないことに加え、⾒積書の価格の妥当性を確認した。 

 
（4）⾒積合せ 

実施⽇ 令和 4 年 11 ⽉ 16 ⽇ 
 



6.契約相⼿の決定 

 （1）事業名   東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業 
 （2）契約者   神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ･神鋼環境ﾒﾝﾃﾅﾝｽ･ｱｲﾃｯｸ･⼤栄環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
 （3）事業場所  神⼾市東灘区⿂崎浜町 43-3（本場） 

神⼾市東灘区⿂崎南町 2 丁⽬ 1-23（管理本館） 
（4）契約締結⽇ 令和 4 年 11 ⽉ 18 ⽇ 
（5）契約⾦額   

1）⼯事   予定価格 ￥4,603,693,600 -（消費税及び地⽅消費税を含む） 
契約⾦額 ￥4,576,000,000 -（消費税及び地⽅消費税を含む） 

   2）維持管理 予定価格 ￥6,261,995,300 -（消費税及び地⽅消費税を含む） 
契約⾦額 ￥6,261,995,300 -（消費税及び地⽅消費税を含む） 

（6）事業期間   
   1）⼯事     令和 4 年 11 ⽉ 19 ⽇から令和 11 年 2 ⽉ 28 ⽇ 

2）維持管理   令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇から令和 26 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
3）バイオマス受⼊事業 令和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇から令和 26 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
4）消化ガス有効利⽤事業 令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇から令和 26 年 3 ⽉ 31 ⽇ 

 

7.技術提案・交渉⽅式に係る選定委員会の経緯 

  本事業の⼿続きにあたっては、中⽴かつ公正な審査を⾏うため、学識経験者等で構成
する選定委員会を設置し、全 3 回の意⾒聴取を⾏った。 

  各委員会の開催⽇及び意⾒聴取事項等は以下のとおり。 
 
【第 1 回選定委員会】 

1）開催⽇ 
令和 3 年 8 ⽉ 25 ⽇（⽔） 

2）意⾒聴取事項 
 ①事業概要 

②技術提案・交渉⽅式の適⽤の可否 
 ③参考額の設定⽅法について 
 ④優先交渉権者選定基準について 

 
【第 2 回選定委員会】 

1）開催⽇ 
令和 4 年 3 ⽉ 24 ⽇（⽊） 



2）意⾒聴取事項 
    ①技術提案書の概要 
    ②技術提案書の審査結果等について 
    ③参考額との⽐較について 
    ④価格等の交渉⼿順について 
 
【第 3 回選定委員会】 

1）開催⽇ 
令和 4 年 11 ⽉ 2 ⽇（⽔） 

2）意⾒聴取事項 
    ①価格等の交渉の合意内容について 
    ②予定価格の考え⽅について 
    ③公表資料について 
 

以 上 


